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裁 決 毫 薑

審査請求人

同代理人
侭、

（ 弁護士■■■■■■■

処 分 庁
所長

審査請求人が、平成２６年２月２７日付けで提起した生活保護法第６３条の規定に
よる費用返還決定処分に係る審査請求について、次のとおり裁決する。

文主Ｐ，
（

処分庁が、平成２６年１月６日付けで行った生活保護法第６３条に基づく費用返
還決定処分を取り消す。

由理

第１審査請求の趣旨及び理由

１審査請求の趣旨

本件審査請求の趣旨は、処分庁が平成２６年１月６日付けで審査請求人（以下
「請求人」という。）に対して行った生活保護法（以下「法」という。）に基づ
く費用返還決定処分（以下「本件返還決定」という。）の取り消しを求めるもの
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と解される。
②

２審査請求の理由

本件審査請求の理由の要旨は、次のとおりである６

（１）返還金・徴収金決定は、法第６３条に基づいている。
法第６３条は、「本来資力があるが、これが直ちに最低生活のために活用で

きない事情にある場合に、とりあえず保護を行い、資力が換金されるなど最低
生活に充当できるようになった段階で既に支出した保護金品との調整をはかろ
うとするものである。」とされている。
そして、「原則として当該資力を限度として支給した保護金品の全額を返還

額とすべきである。
しかしながら、保護金品の全額を返還することが当該世帯の自立を著しく阻

害すると認められるような場合については、次の範囲においてそれぞれの額を
本来の要返還額から控除して返還額を決定する取り扱いとしてさしつかえな
い。」とされており、アからオまでがあげられている。
また、「次第８の３の（５）に該当する必要経費については、当該収入から

必要な最小限度の額を控除できるものである。」とされている。〈生活保護手
帳別冊問答集３９３～３９４頁）

Ａ←電、．…．ｒ蕊ゞ

（２）ところで、本件返還決定は法第６３条にいう「本来資力があるが、これが直
ちに最低生活のために活用できない事情にある場合」にそもそも当たらない。
すなわち、「本来資力があるが」については、請求人が所有していた不動産

を指す。（なお、別に借地上の建物を請求人は所有しており、現在も売りに出
している状況にある。これが売れた場合については、返還金が生じることは請
求人も理解しているところである。）

/一、
』１マロ：ログ

一Ｉ儒
・

ア請求人は､同人所有の不動産を店として、お好み焼き屋とたばこ屋を自営
で営んでいたが､平成２４年２月下旬に脳梗塞で倒れ入院した。請求人は、
平成２４年４月下旬に退院して、たばこ店だけでも続けながら、なんとか
やっていこうと思い、店を開けた。
しかしながら､平成２３年１２月に１５０メートルくらい離れた場所に．

ンビニエンスストアーができたため、たばこの売り上げは落ちており、たば
こ屋だけでは到底、生活していくことは困難であった。

イ不動産はなかなか売却できず、平成２４年１２月２６日、３００万円でよ
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うやく売却ができた。
しかし、不動産売却に要した費用は以下のとおりであり、請求人に入金に

なったのは以下のとおりである。
①印鑑証明書および評価証明書取得費

２５０円十２５０円十５００円＝１，０００円
②司法書士への支払い２０，８９０円
③たばこ看板電源等はずし費用３，１５０円
以上合計２５，０４０円

従って、不動産の売却によって得られたのは２９７万４，９６０円であ
る。

ﾉヘ

ウ請求人は、平成２４年１１月１４日に到底生活できないために、生活保護
決定をうけ、以後、生活保護を受給することになった。
平成２４年２月下旬に請求人が脳梗塞で倒れ入院するまでの金融業者から

の借り入れは１５７万５，８１３円であったが、請求人は、なんとかたばこ
店の営業によって生活していこうとしていたため、個人から借金をして生活
費をまかなってきた。
個人からの借り入れについては以下のとおりである。

①Ａからの借り入れ合計３５０，０００円
平成２４年４月２６日３．０万円
平成２４年７月２８日３万円
平成２４年１１月１２日２万円。

②Ｂからの借り入れ１０，０００円
．平成２４年８月８日

③ Ｃ の 立 替 金 5 0 0 , . 0 0 0 円
平成２３年１２月１７日から平成２４年１１月７日までの立替金

①＋②＋③＝８６万円
請求人は３００万円の売買代金の中から次のとおり返済をした。

（

八

（

平成２４年１２月２８日１０，０００円Ｂへ返済
平成２４年１２月２９日３５０，０００円Ａへ返済
平成２５年３月３０日 5 0 0 , 0 0 0 円 Ｃ へ 返 済

エ平成２４年１２月時点での請求人の債務であって、代理人を依頼して任意
整理した債務総額は１５７万５，８１３円であった。代理人が債務整理をし
た債務とその支払いは以下のとおりである。
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①Ｄ信用保証協会合意額９２５，２４２円
②Ｅカード株式会社合意額９８，７６３円
③株式会社Ｆ合意額１３０，５３５円
④Ｇクレジットサービス株式会社合意額３
⑤株式会社Ｈカード合意額３６，２５１円
以上合計１５３万３，３８１円
振込み手数料４００×５＝２，０００円
この支払いは平成２５年２月２８日である。

0 2 2 円３８６，

代理人に支払った弁護士費用
平成２４年１１月１６日２０，０００円
平成２４年１２月１１日２０，０００円
平成２５年１月１７日４０，０００円
平成２５年２月１５日２０，０００円
平成２５年２月２８日２０,０００円
以上合計１２０，０００円
以上合計１６５万５，３８１円

月

(̅）

オ未払いの固定資産税等の支払い

①自動車税４９，８００円
②軽自動車税１，２００円
③固定資産税５１，８００円
④固定資産税（請求人の父分）
⑤道路占有料１，９４０円
以上合計１２万４，６４０円

ｒ-１
Ｇ
１
〃
ク

ーグロワ。●●、、９，１００円

力未払い賃料等

０００円0 0 0 × 4 = 8 0 ,１月分①未払い賃料（自宅）８月～１１月分20 , . 0 0 0 × 4 = 8 0 , 0 0
②Ｉ電気への未払い代金
平成２４年４月２３日請求分（食洗機）６９，０００円
脳梗塞によって手が不自由になったために食器洗いが困難になったの
で購入したが､支払えないでいた未払代金
平成２４年１２月１７日請求分（テレビ移設代金）２３，０３５円
③Ｉ電気への支払い（冷蔵庫分）２１，６３０円
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④民主商工会会費の滞納分１４０，０００円
以上、合計３３万３，６６５円

キ以上合計は２９７万３，６８６円である。

ク不動産の売却代金から経費を引いたものが２９７万４,９６０円であるか
ら、１，２７４円が差額として残った。なお、請求人はこのほか、お礼とし
てギフトカードを知人に送り７２，１００円を支払っている。
この、１，２７４円が法第６３条に定める「本来資力がある」には該当し

ないことは明らかである。
更に不動産が売却されても１，２７４円では「資力が換金されるなど最低

生活に充当できるようになった」とは到底いえないものである。ノー、

（ （３）結論
以上のとおりであり、請求人は法第６３条の「本来資力がある」には該当せ

ず、更に、不動産が売却されても１，２７４円しか残らなかったものであり、
「資力が換金されるなど最低生活に充当できるようになった」とは到底いえな
いものであるから本件返還決定は違法であり速やかに取り消されるべきであ
る。

第２当庁が認定した事実及び判断

緯、 １当庁が認定した事実
（

（１）平成２４年１１月１４日付けで処分庁は請求人の保護を開始したこと。

（２）平成２６年１月６日付けで処分庁は請求人に対し「不動産売却（平成２４
年１２月２６日分）等の返還」との理由により、本件返還決定を行い、通知し
たこと。

（３）平成２６年３月２６日付けで､処分庁が審査庁に提出した弁明書（以下「弁
明害」という。）には、次の趣旨の記載があること。

ア平成２４年１１月１４日生活保護の受付面接を実施して、同日付けで処
分庁にて生活保護を開始。その際、請求人より「保護開始前から債務整理に
ついて弁護士に依頼している。」との申立てがあり、処分庁は請求人に対し
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て不動産が処分可能となる時に法第６３条による生活保護費の返還義務が生
じる旨の説明を行い、請求人も承諾して承諾書を同日付けで提出した。

イ平成２４年１２月２６日請求人から｢不動産（店舗）を３００万円で売
却し、売却益から債務を返済する。」との報告があった。

ウ平成２５年１月４日、同年３月１５日請求人が処分庁に私的な借金の領
収書（写し）等を持参した。
処分庁より自宅売却益の返還に関して私的な借金は考慮できない旨を請求

人に説明した。

／一、

(̅）
エ平成２５年４月４日請求人が来所し、請求人より挙証資料を提出した費
用については全て不動産の売却益で支払ったため売却益は消費して返還でき
ない旨の申し出があった。
処分庁よりこれまでに説明したように、私的な借金については考慮できな

い旨を請求人に説明した。

オ平成２５年１２月１９日及び同月２７日挙証資料の費用について返還免
除できるかどうかについて処分庁にてケース診断会議に諮る。必要経費とし
て認められるもの及び弁護士を介して債務整理を行い、合意書を作成して返
済した５つの債権については返還免除を認めて返還額から控除し、必要経費
として認められないもの及び弁護士を介さず返済した私的な債務については
返還免除を認めないものとした。

Ａ１

（力平成２６年１月６日本件返還決定。厚生労働省事務次官通知（以下「次
官通知」という。）第８-３-（２）一エー（イ）により不動産売却益
の８，０００円を超える額を収入として認定し、ケース診断会議の結果認め
られた返還免除額を差し引いた金額を本件返還決定した。

キ平成２６年１月９日請求人にケース診断会議の資料を見せて説明する｡
請求人は私的な借金については遊興費ではなく生活費に使用したものである
ので返還については納得できないとのことであった。

ク事実上の争点は、不動産売却益から必要経費として控除できる金額につい
て、保護受給前の私的な借金や滞納税額まで含めていることにあるけれど
も、処分庁の認定はそれを認めることができない。
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ケ法律上の争点は、法第６３条の必要経費について次官通知第８-３-
（５）に該当する必要経費については、「当該収入から必要な最小限度の額
を控除できるものである」とされる生活保護手帳別冊問答集（以下「別問」
という。）問１３-５（答）（２）に依っている。

．処分庁の見解として、保護の開始時において資力を有していた場合は、も
しその時点で資力が活用可能な状態にあれば、それは現金化することにより
最低生活の維持のために充てられていたものである。したがって必要経費等
を除き､実際の受給額を返還の対象とすべきである。必要経費については
ケース診断会議において認められた金額について返還免除を行っている。
また、別問の問８-９５（答）「過去の債務に対する弁済金を収入から控

除することは認められない。その理由は、もしそのような措置を認めるなら
ば、保護を受ける以前における個々人によって異なる程度に営まれてきた生
活までも、法によって保障することになり、保護を要する状態に立ち至った
ときから将来に向かってその最低限度の生活の維持を保障せんとする法の目
的から著しく逸脱することになるからである。」と記載されており、たとえ
遊興ではなく生活費に使用したものであっても私的な借金、また未払い代
金、滞納税額など過去の債務の支払いを収入から控除することは認められな
いと考えられる。

/会、

（

（４）弁明書と同時に処分庁が提出した資料によると、以下の趣旨の内容が認めら
れること。

緯、

（
ア平成２５年１２月１９日付けのケース診断会議議事録には、「①たばこの
返品代金について→別紙のとおり認める。②不動産等売却益の法第６３条返
還決定について別紙の費用を返還免除してよいかどうか｡不動産売買にかか
る収支の全体については別添資料参照。→不明な点を再調査し､再度ケース
診断会議を開催し検討する。」との記載があること｡
また、同日付けのケース記録票には、「＜本日開催されたケース診断会議
の議事録追記＞議事録②に以下のとおり追記する。②返還免除の可否・弁護
士費用平成２４年１１月３０日支払い分は保護開始前に支払い済みである
ため返還免除否。保護開始後については必要経費として認め返還免除可。・
平成２４年度固定資産税売り出し中物件の売却時に検討する。印鑑証明
書１通の作成費用、平成２４年度自動車税は必要経費として認める。・たば
こ電源ランプはずし売却しやすいように行ったため必要経費として認め
る。・債権については再調査ののち検討する。」との記載があること｡
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イ平成２５年１２月２７日付けのケース記録票には、「＜弁護士が関与した
請求人の債権について＞平成２５年１２月２０日、査察指導員が弁護士に架
電。弁護士と債権者のあいだで「合意書」を作成し、その旨記載した書面を
請求人にも渡しているとのこと。＜ケース診断会議２回目＞検討事項。前回
資産整理の内容を確認するとしていた債楕に関し･て、支払い合意が成立して
いるものについて、返還免除してよいか。下記の５つの債権について合意書
（写）を受理している。。Ｇクレジットサービス。Ｆ・Ｅカード。Ｈカー
ド。Ｄ信用保証協会なお、保護開始時に請求人に対して債務整理の結果得
られた残額をWOに返還するように説明していた。＜ケース診断会議２回目
の結論＞ケース診断会議の結果、弁護士が関与して債務整理をおこなった債
権については返還免除する。弁護士が関与しない私的な債権については返還
免除しないものとする。」との記載があること。 八

値（５）平成２６年５月１６日付けで、審査庁が受理した請求人の反論書には、以下
の趣旨の内容があること。

ア収入の認定について
弁明書によれば、不動産の売却益から８，０００円を超える額を収入とし

て認定しとされている。
しかしながら、不動産は３００万円で売れたが、不動産売却に要した費用

一は以下のとおり合計２５，０４０円であり、請求人に入金になった不動産の

売却益は２９７万４，９６０円であるからこれから８，０００円を差し引く
額２，９６６，９６０円が収入として認定されるべきである。
①印鑑証明書および評価証明書取得費
２５０円十２５０円+５００円=11０００円

②司法書士への支払い２０，８９０円
③たばこ看板電源等はずし費用３，１５０円
以上合計２５，０４０円

′へ、

(-１
■ ̅

イ返還免除について、必要経費として控除できる金額について

(ア）未払いの固定資産税等の支払い
①自動車税
②軽自動車税
③固定資産税
④固定資産税（父分）
⑤道路占有料

１２万４，６４０円
４９，８００円
１，２００円

５１，８００円
９，１００円
１，９４０円
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以上合計１２万４，６４０円
地方税等の公租公課については、次第８-３-（５）のその他の必要経費の
オに記載されており、長期にわたって滞納をしておりそのために多額にの
ぼっていたものではなく、平成２４年度分について納付したことも明らかで
あり、「真にやむをえない」必要経費である。

(イ）未払い賃料等１９万３，６６５円
①未払い賃料（自宅）８月～１１月分２０，０００円×４＝８０，０００．
円
請求人の自宅の賃料は'ヶ月２０，０００円であり､■市の住宅扶助基

準額４２，０００円を上回るものではない。
②Ｉ電気への支払い代金１１３，６６５円
．平成２４年４月２３日請求分（食洗機)６９,０００円
脳梗塞によって手が不自由になったために食器洗いが困難になったので購

入したが、支払えないでいた未払代金
平成２４年１２月１７日請求分（テレビ移設代金）２３，０３５円
平成２５年３月５日冷蔵庫及び古い冷蔵庫の処分費２１，６３０円
これらは、次第８の３の（５）のエに該当する当該世帯の自立更生のため

やむをえない用途に当てられたものであって地域住民との均衡を考慮し、社
会通念上許容されるものである。

律、

（

ウ個人からの借入れについて
請求人は、同人所有の不動産を店として、お好み焼き屋とたばこ屋を自営

で営んでいたが、平成２４年２月下旬に脳梗塞で倒れ入院した。請求人は、
平成２４年４月下旬に退院して、たばこ店だけでも続けながら、なんとか
やっていこうと思い、店を開けた。
しかしながら、平成２３年１２月に１５０メートルくらい離れた場所にコ

ンビニエンスストア-ができたため、たばこの売り上げは落ちており、たば
こ屋だけでは到底、生活していくことは困難であった。
平成２４年４月下旬に退院した時点で、たばこ店だけでもなんとか続けて

いこうと思わずに、生活保護の申請をしていれば、個人からの借り入れやＣ
への立替金の支払いの一部はしないですんだものであるが、請求人は、なん
とかやっていこうと考えたために借り入れをして生活をしてきたのである。
しかし、Ａからの借り入れ合計３５０，０００円
平成２４年４月２６日３０万円
平成２４年７月２８日３万円
平成２４年１１月１２日２万円

内
（
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およびＢからの借り入れ１０，０００円
平成２４年８月８日
はいずれも、退院後、なんとか自分でやっていこうと請求人が考えたための
生活費に使用した借り入れであり、平成２４年４月の時点で生活保護の申請
をしていれば借り入れずにすんだ個人からの借り入れである。なんとか生活
保護を受けずに個人から借り入れをして頑張ったら、その分は必要費となら
ず、返還を命じられるというのでは、なんとか自分でやっていこうと考える
ことを否定するものである。

エ弁護士費用の支払い１２０，０００円
請求人は法テラスの利用が可能であるが、法テラスを利用して借り入れを

しても、原則として生活保護の場合には償還が免除されるが、不動産の売却
による収入を見込んで返済計画を立て、これを実行すれば、まず、法テラス
に立て替えられた弁護士費用の返済をしなければならないので、債務整理に
伴う必要経費である。

角

〈〉､ ●

オ以上のとおりであり、収入は２９６万６，９６０円であり、少なくとも差
し引かれるべき必要経費は認定された代理人による１５３万３，３８１円及
び振り込み手数料２，０００円合計１５３万５，３８１円以外に、１２万４
，６４０円（公租公課等）、１９万３，６６５円（未払い賃料等）、３６０
，０００円（生活費のための個人からの借入れ）、173 ,000円（タバ
コ関連の立替金の支払い）、１２０，０００円（任意整理のための弁護士費
用）合計２５０万６，６８６円である。
従って、４６０，２７４円を超える金額を返還する理由はない。 / ̅

一
一

■

凸

ｆ
ｏ
１

判 断２

（１）法第４条は、生活保護制度における基本原理の一つである「保護の補足性」
について規定しているが、その第１項において、「保護は、生活に困窮する者
が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の
維持のために活用することを要件として行われる。」と定めている。また、法
第５条は､「法の解釈及び運用は、すべてこの原理に基いてされなければなら
ない。」と定めている。

（２）法第６３条は、「被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわ
らず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村
に対して、すみやかに､その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において

-１０-



保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。」と定めている。
なお、本条文については、本来受けるべきでなかった保護金品を得たときの

返還義務を規定したものであり、「急迫の場合等」の「等」とは、調査不十分
のため資力があるにもかかわらず、資力なしと誤認して保護を決定した場合、
あるいは保護の実施機関が保護の程度の決定を誤って不当に高額の決定をした
場合等であると解されている。また、､返還額は、原則として、当該資力を限度
として支給した保護金品の全額を返還額とすべきであると解されている。

（３）「生活保護法による保護の実施要領について」（昭和３６年４月１日厚生省
発社第１２３号厚生事務次官通知。以下「次官通知」という。）第８の３の
（２）のエの（イ）は、「不動産又は動産の処分による収入、保険金その他の
臨時的収入（（３）のオ、力又はキに該当する額を除く。）については、その
額（受領するために交通費等を必要とする場合は、その必要経費の額を控除し
た額とする。）が世帯合算額８，０００円（月額）をこえる場合、そのこえる
額を収入として認定すること。」と定めている。

Ｐ，

（

（４）次官通知第８の３の（３）から（５）において、収入として認定しないもの
及び必要経費について定めており、このうち（３）のウは、収入として認定し
ないものとして、「他法､.他施策等により貸し付けられる資金のうち当該被保
護世帯の自立更生のために当てられる額」と定めており、また、（５）のウ
は、必要経費として認められるものとして、「他法、他施策等による貸付金の
うち当該被保護世帯の自立更生のために当てられる額の償還金」と定めてい
る。
なお、生活保護受給以前の借入金の返済について、必要経費等に該当する旨

の定めはない。
魚

（

（５）「生活保護法による保護の実施要領について」（昭和３８年４月１日社発
第２４６号厚生省社会局長通知。以下「局長通知」という。）第８の２の
（３）は、「貸付資金のうち当該被保護世帯の自立更生のために当てられるこ
とにより収入として認定しないものは次のいずれかに該当し、かつ、貸付けを
受けるについて保護の実施機関の事前の承認があるものであって、現実に当該
貸付けの趣旨に即し使用されているものに限ること。」とし、具体的にアから
オの資金を規定している。

（６）「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」（昭和３８年４月１
日社保第３４号厚生省社会局保護課長通知。）問（第８の４０）は、自立更生
のための用途に供される額の認定基準について、「被保護世帯の自立更生のた
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めの用途に供されるものとしては、次に掲げる経費にあてられる額を認めるも
のとすること。」とし、具体的に、「（１）被保護者が災害等により損害を受
け、事業用施設、住宅、家具什器等の生活基盤を構成する資産が損われた場合
の当該生活基盤の回復に要する経費又は被保護者が災害等により負傷し若しく
は疾病にかかった場合の当該負傷若しくは疾病の治療に要する経費」及び
「（２）（１）に掲げるもののほか、実施機関が当該被保護世帯の構成、世帯
員の稼働能力その他の事情を考慮し、次に掲げる限度内において立てさせた自
立更生計画の遂行に要する経費」として具体的にアから．までの経費を定めて
いる。

（７）局長通知第８の４の（３）は、「貸付資金のうち当該被保護世帯の自立更生
のために当てられる額の償還については、償還が現実に行われることを確認し
たうえ、次に掲げるものについて、当該貸付資金によって得られた収入（中
略）から控除して認定すること。」とし、イにおいて､「ア以外の法人又は私
人（絶対的扶養義務者を除く｡）により貸し付けられたもののうち、貸付けを
受けるについて保護の実施機関の事前の承認のあったものであって､“償還の免
除又は猶予が得られなかったもの。ただし、事前の承認を受けなかったことに
ついてやむを得ない事情があり、かつ、当該貸付資金が現にその者の自立助長
に役立っていると認められ、事後において承認することが適当なものについて
も同様とする。」と定めている。

/-、

(..》

（８）「生活保護手帳（別冊問答集）２０１３」（平成２１年３月３１日付け厚生
労働省社会・援護局保護課長事務連絡。以下「問答集」という。）の問７
の４５では、「家具什器費の支給対象品目」の答として、「日常生活に必要な
物品については、本来経常的な生活費の範囲内で、計画的に購入すべきであ
る。冷蔵庫、電子レンジ等の保護受給中に保有が容認される物品を保護開始時
に保有していなければ、一時扶助の支給基準である『最低生活に必要な物品を
欠いていると認められる場合であって、それらの物資を支給しなければならな
い緊急やむを得ない場合』に該当するか否かを個々の世諾の状況に応じて判断
し、その結果、必要性および緊急性が認められる場合には家具什器費を認定し
て差し支えない。なお、必要性及び緊急性が認められない場合には経常的な生
活費の中から順次購入していけば足りるものであり、家具什器費を認定するこ
とは適当でない。」と記載している｡

/-、
～

〈

（９）問答集問８の３２では、「債務整理にかかる必要経費の認定について」の答
として、「多重債務を抱える被保護者が複数の債務を弁護士に依頼して一括し
て整理する場合には、債務整理の結果得られた残額を次官通知第８の３の
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（２）の工の（イ）の臨時的収入として収入認定することになる。また、債務
整理のための弁護士費用については、必要経費として控除して差し支えな
い。」と記載している。

(１０）問答集問８の９４では、「保護開始前に借り受けた貸付金の償還金控除」
の答として、「局長通知第８の４の（３）のイのただし書きの規定は、当該貸
付けを受けた時期が保護受給前であったか、受給中であったかは問わない。要
は、事後において承認することが適当かどうかである。仮に、当該要保護者が
貸付けを受けるについて事前に実施機関に相談があったものとした場合、これ
を実施機関が適当なものとして当然事前の承認を与えたであろうと判断される
ものについては、事後において承認することが適当なものとして同様に取り
扱って差し支えないのである。」と記載している。/̅、

（
(１１）問答集問８の９５では、｢保護開始前の借金」の答として、「過去の債務
に対する弁済金を収入から控除することはできない。その理由は､もしそのよ
うな措置を認めるならば、保護を受ける以前における個々人によって異なる程
度に営まれてきた生活までも、本法によって保障することとなり、保護を要す
る状態に立ち至ったときから将来に向かってその最低限度の生活の維持を保障
せんとする本法の目的から著しく逸脱することになるからである。」と記載し
ている。

(１２）問答集問１３の５の「法第６３条に基づく返還額の決定」の答（１）は、
「法第６３条は、本来、資力はあるが、これが直ちに最低生活のために活用で
きない事情にある場合にとりあえず保護を行い．、資力が換金されるなど最低生
活に充当できるようになった段階で既に支給した保護金品との調整を図ろうと
するものである。」とし、（２）において、「しかしながら､保護金品の全額
を返還額とすることが当該世帯の自立を著しく阻害すると認められるような場
合については、次の範囲においてそれぞれの額を本来の要返還額から控除して
返還額を決定する取扱いとして差し支えない。なお、次官通知第８の３の
（５）に該当する必要経費については、当該収入から必要な最小限度の額を控
除できるものである。」とし、控除して差し支えない額として、アからオの額
を具体的に記載している。
さらに、そのエにおいて、｢当該世帯の自立更生のためのやむを得ない用途

にあてられたものであって、地域住民との均衡を考慮し、社会通念上容認され
る程度として実施機関が認めた額。なお、次のようなものは自立更生の範囲に
は含まれないものである。①いわゆる浪費した額②贈与等により当該世帯以外
のためにあてられた額③保有が容認されない物品等の購入のためにあてられた

f一､

（

-１３-



額」と記載している。

(１３）問答集間１３の２３では、「法第６３条・法第７８条と控除」の答とし
て、法第６３条を適用する場合で、保護開始時から資力を有していた場合につ
いて、「保護の開始時において既に資力を有していた場合は、もしその時点で
資力が活用可能な状態にあれば、それは現金化することにより最低生活の維持
のために充てられていたものである。したがって、必要経費等を除き実際の受
給額全額を返還の対象とすべきであり､収入認定の際に認められる控除等は適
用されない。」と記載している。

(１４）本件についてみると、前記第２の１の（２）から（４）の認定事実のとお
り、処分庁は、請求人は不動産を保有していたが、ただちに売却することが困
難であったため、当該不動産を売却した場合には保護に要する費用を返還する
ことを告知した上で、請求人の保護を開始した。保護開始の後、請求人は不動
産を売却し収入を得たため､処分庁は、本件返還決定を行ったことが認められ
る。

円

ｆ

(１５）請求人は、不動産の売却代金から経費を差し引くと残金は１，２７４円で
あり、そもそも請求人は法第６３条の「本来資力がある」に該当しない旨、ま
た、返還するとしても、前記第２の１の（５）のとおり、少なくとも、２５０
万６，６８６円については必要経費として、本件返還決定に際して控除すべき
である旨主張している。
なお、請求人が主張する必要経費としての本件における請求人の債務返済

は、基本的には、保護開始前の日常の生活維持のための借入金の返済であっ
て、過去の債務について保護開始後の現在の収入、すなわち、本件不動産の売
却収入をもって返済するものである。
しかしながら、.まず、本件不動産の売却収入から経費を差し引いた１，２７
４円は、「本来資力がある」に該当しない旨の請求人の主張は失当である。
すなわち、前記（３）のとおり、不動産の処分による収入は、世帯合算

額８，０００円を超える場合に、その超える額を収入として認定するものとさ
れており、その他必要経費について別途示されていることから、本件不動産の
売却収入をまずは収入として認定し、そこから必要経費を控除するとした処分
庁の判断に違法不当な点はない。

へ
（

(１６）一方、処分庁は、不動産売却益から必要経費として控除できる金額につい
て、保護開始前の私的な借金や滞納税額は認められない旨主張し、前記第２
の１の（２）から（４）の認定事実のとおり、本件返還決定に際し、請求人が
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本件不動産を売却して得た金額である本来の返還額から控除する額の判断にあ
たって、前記（３）による必要経費と、弁護士を介して債務整理を行った債務
及び弁護士費用の一部、他若干の経費については控除することとし、個人から
の借入金その他については、控除しなかったことが認められる。

(１７）この点、前記（１）から（１３）における法及び関係通知等には、生活保
護受給以前の借入金の返済について、法第６３条の規定に基づく返還額の算定
に際して控除の対象となる必要経費等に該当する旨の一般的な定めはなく、次
のことが認められる。

(１８）すなわち、前記（４）、（７）、（１０）及び前記第２の１の（３）のケ
において本件返還決定に係る返還額の決定について処分庁も引用するところの
前記（１２）において、当該世帯の自立更生のために当てられる額について
は、法第６３条の規定に基づく返還額の決定に際して控除することができる旨
記載されているが､保謹開始前の債務の返済一般を指すものではない。
加えて、前記(１0)においては､当該貸し付けを受けた時期が保護開始前
であったか、受給中であづたかを問わないとし、要は事後に承認することが適
当であったか否かが判断の基準であるとしている。

/̅、

（

(１９）また、前記（１２）においては、控除できる場合として具体的に５つの額
について記載しており、そのうちエにおいて、当該世帯の自立更生のためのや
むを得ない用途にあてられたものであって、地域住民との均衡を考慮し、社会
通念上容認される程度として実施機関が認めた額と記載している。
なお、何をもって自立更生のためのやむを得ない用途にあてられたものと判

断するかについては、貸付金について収入認定しない場合については前記
（４）、（５）及び（６）の記載、貸付金の償還金についての必要経費の考え
方については前記（４）及び（７）の記載のとおりであり、いずれも日常の生
活費が自立更生のためのやむを得ない用途に該当するとは記載されていない。

角

（

(２０）さらに、前記（１１）のとおり、保護開始前の借金について､弁済金を収
入から控除することはできないとされており、一連の請求人による本件返済
を、本件不動産の売却収入に係る本件返還額から必要経費として控除を認める
とすれば、「保謹を受ける以前に営まれてきた生活までも､本法によって保障
する」とした旨の前記（１１）の趣旨と同様であり、この点につき、保護を要
する状態に立ち至った時から将来に向かってその最低限度の生活の維持を保障
せんとする本法の目的から著しく逸脱する」ことになるとの考え方が示されて
いる。
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(２１）また、法第６３条の規定に基づく生活保護費の返還については、前記
（１３）のとおり、保護の開始時において既に資力を有していた場合は、もし
その時点で資力が活用可能な状態にあれば、現金化することにより最低生活の
維持のために充てられていたものであって、必要経費等を除き実際の受給額全
額を返還の対象とすべきものとされており、収入認定の際に認められる控除等
は適用されないことは、本件不動産の売却収入についても同様である。

(２２)以上から、法及び解釈通知の趣旨を踏まえると、保護開始前の借入金の返
済について、当該世帯の自立更生の観点から、事後においても処分庁が承認す
るような内容の貸付金の償還については返還額の決定に際して控除することは
できるものの、自立更生のためのやむを得ない用途に限られており、請求人が
主張するような日常の生活費に係る借入金全般について、包括的に控除が認め
られるものではないと解するべきことになる。

ハ

（）

(２３）しかしながら、処分庁の本件返還決定に係る返還額の決定については、い
まだ十分な検討がなされたとはいえないものといわざるを得ない。
すなわち、上記のとおり、当該世帯の自立更生のために当てられる額を含

め、法第６３条の規定に基づく返還額の決定に際して控除することができる場
合が定められているところ、処分庁は、本件返還決定に際し、貸付金の償還金
に関する控除についての自立更生のために当てられる額に係る上記の考え方を
踏まえながら、一部、電化製品の購入代金等について検討し、控除の可否の決
定を行っているものの、請求人の世帯の自立更生のためのやむを得ない用途に
当てられたものであるか否かについて具体的に検討した事実がほとんど認めら
れない。処分庁による本件返還決定は、請求人の借入金の使途について、十分
に調査検討することなく、弁護士を介して行った債務整理であったか否かと
いった判断基準によって控除する額を決定したものといわざるを得ず、このよ
うな取扱いを定めた通知等もみあたらない。

角

（

(２４）また、処分庁による本件返還決定に係る控除対象の必要経費の検討に際
し、個別の経費が関係規定等に照らして、いかなる考え方により、控除対象と
され、又はされないのかについて、明確に説明がなされたものとはいえず、自
立更生のために当てられる額を含め、全体について､控除対象となるか否かに
ついて、分類整理の上、返還額を決定すべきものといわざるを得ない。
以上から、本件返還決定に係る返還額の決定については、弁謹士を介して債
務整理を行った債務について控除を認める余地はあるとしても、前記（１）か
ら（，３）に照らし、返還すべき額について十分な検討がなされたものとはい
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えない点において暇疵があるものといわざるを得ない。

(２５）よって、本件返還決定については取り消しを免れない。

以上の理由により、行政不服審査法第４０条第３項の規定を適用して主文のとおり
裁決する。

Ｉ

』

ぺ 平成２７年７月２２日

審 査 庁 大 阪 府 知 事 松 井 一良

ｌｌＩｌｌｌｌｌＡｆ９１１ｉｌｌｌｌｌｉ

教 示

．、この裁決に不服があるときは、この裁決があったことを知った日の翌日から起算し

て30日以内に、厚生労働大臣に対し再審査請求をすることができます（なお、裁決
があったことを知った日の翌日から起算して３０日以内であっても、裁決があった日
の翌日から起算して１年を経過すると再審査請求をすることができなくなり．ま
す。）。
また、この裁決については、この裁決があったことを知った日の翌日から起算し

て６箇月以内に、この裁決の前提となる決定をした市を被告として（訴訟において市
を代表する者は市長となります。）決定の取消しの訴えを、あるいは大阪府を被告と
して（訴訟において大阪府を代表する者は大阪府知事となります。）この裁決の取消
しの訴えを提起することができます（なお、裁決があったことを知った日の翌日から
起算して６箇月以内であっても、裁決があうた日の翌日から起算して１年を経過する
と決定及び裁決の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。

Ｉ

り
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